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新型コロナウイルス感染症への警戒が続く中、大地震や豪雨などの自然災害が発

生した場合の避難所運営のあり方が課題となっています。 

こうした状況下で災害が発生した場合に、避難所における感染リスクを下げるた

め、３つの密（密閉・密集・密接）を避ける事前準備と避難所開設・運営の対応を

適切に行う必要があります。 

市では、既に作成している「避難場所開設・避難所運営マニュアル」の資料編と

して、秋田県が作成した「新型コロナウイルス感染症対策としての災害時避難所運

営マニュアル作成指針」を参考に、「避難所運営マニュアル（新型コロナウイルス

感染症対策編）」を策定しました。 

災害発生時に避難を要する住民の安全・安心を確保するため、本マニュアルに沿

った避難所運営を、適切かつ円滑に行うこととします。 
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＜避難所運営に携わる方へのお願い＞ 

避難所開設時に新型コロナウイルス感染症が流行している場合、避難所を運営す

る自治会や避難所派遣職員等が連携し、安全な避難所運営を行うため、以下のこと

に留意すること。 

①可能な限り、感染症予防対策は自前で行う 

⇒避難所用としてマスク等をある程度備蓄しているが、不足することも想定され

るため、普段から衛生用品（マスク、消毒液等）の個人備蓄に努め、避難所に多

めに持っていけるよう心がける。 

②体調が悪い場合には、すぐに申し出る 

⇒避難所を運営する立場であるが、体調が悪い場合は早めに申し出ることが重要で

ある。自らが感染源にならないよう、躊躇なく申し出て、必要な処置（専用スペー

スへの移動、代替者の配置、市災害対策本部への連絡等）を行う。 
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第１章 平時の対策  

１  住民への周知  

広報、ホームページ、防災ラジオや出前講座等により、以下の点について広く住

民に周知する。 

（１）適切な避難行動をとるための周知 

〇自宅の安全確保 

・防災マップやハザードマップを平時から前もって確認し、避難が必要かどう

か、また、必要な場合はどのように避難するのかを考えておくこと。 

・河川に近い場所や低い場所、急峻な斜面の近くなどはたとえハザードマップに

図示されていなくても危険な場所があるので注意すること。また、建物の高さや

構造によっても安全性は大きく変わること。 

〇「在宅避難」の検討 

・自宅が浸水する可能性がない場所、土砂災害の危険がない場所、アパート等の

上層階の場合には、在宅避難（その場に留まる）について検討すること。 

〇避難所以外への避難（「分散型避難」）の検討 

・安全が確保できる親戚や知人宅等への避難を検討すること。 

・学校のグラウンド等におけるテント泊や車中泊について検討すること。 

・災害によっては車中泊やテント泊が適さない場合があることに注意すること。 

〇「警戒レベル」の意味を正しく理解してもらう 

・風水害の危険が迫ってきた場合、その危険度に応じた「警戒レベル」が発表さ

れること。

 

※内閣府リーフレットより 
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・避難に時間を要する人とその支援者や、特に災害の危険性が高いところにいる

人は「警戒レベル３：高齢者等避難」の段階で避難を開始すること。 

・「警戒レベル４：全員避難」の段階では危険な場所にいる人全員が速やかに避

難することを意味すること。「全員避難」とは、すべての人が避難所に行くこと

を示したものではないこと。 

※（参考）【資料１】適切な避難行動５つのポイント（内閣府） 

 

（２）備蓄品に関する周知 

今まで備えていた防災用品に加え、感染対策を念頭においた防災用品を追加す

るとともに、避難時に持参できるよう、備蓄品、防災用品の見直しについて住民

へ周知する。 

周知内容（例） 

市の備蓄品にも限りがあります。避難をする際は、自分の必要なものは自分で

持参しましょう。 

また、現下の新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、避難される方は、

マスク及び体温計など感染症予防に必要な物を加えて持参してください。 

避難時持出品チェックリスト（例）                       

□マスク □消毒液 □体温計 □ウェットティッシュ □携帯電話 

□充電器 □懐中電灯 □携帯ラジオ □電池 □薬 □生活用品 □非常食 

□水 □携帯トイレ □身分証明書 □お金 □ヘルメット □通帳・印鑑 

 

（３）健康状態に関する周知 

避難時に発熱などの症状がある方や、新型コロナウイルスの感染の疑われる方

などについては、「在宅避難」「分散型避難」等の避難所以外への避難を推奨す

るほか、「あきた新型コロナ受信相談センター」に連絡し、担当者の指示を受け

るよう周知する。 

※（参考）【資料２】あきた新型コロナ受信相談センターリーフレット 

 



3 

 

２  避難所レイアウトの検討  

避難所ごとに、避難者が十分なスペースを確保できるようレイアウトを検討す

る。 

また、発熱や咳等の症状が出た避難者の専用のスペースやトイレは、できる限り

一般の避難者とはゾーン、動線を分けるよう検討する。 

※避難所レイアウト（例）【資料３】 

 

３  物資・資材等の準備  

新型コロナウイルス感染症へ対応するため、必要な物資・資材をあらかじめ準備

するよう努める。 

【基本的な感染症対策用】 

マスク、手指用消毒液（エタノール等）、除菌用消毒液（次亜塩素酸ナトリウ

ム）、ペーパータオル、ティッシュ、ポンプ式ハンドソープ、家庭用洗剤など 

【避難者等の健康管理用】 

非接触赤外線体温計（ない場合はわきの下用の体温計）、血圧計など 

【避難所運営スタッフの防護用】 

使い捨てビニール手袋、防護服、ゴーグル、フェイスガードなど 

【その他資材等】 

パーテーション、テント、折りたたみ式簡易ベッド、ダンボールベッド、仮設ト

イレなど 

 

 

４  避難所運営を行う職員等の安全の確保  

 避難所運営を行う職員等の安全確保を図るため、保健師等による感染症対策の基

本的知識等に関する研修の機会を設ける。特に、手袋・マスクの着用については、

自身及び避難者を守るため、感染を防ぐための正しい着脱方法について習熟する。 
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＜手袋・マスクの着脱方法＞ 

① 手指を消毒する。 

② マスクを鼻の形に合わせて装着する。 

③ 手袋を装着する。手袋をした手で顔を触らないよう注意する。 

④ 片方の手袋を脱ぐ。内側の清潔部分に触れないように注意する。 

⑤ 脱いだ手袋の内側部分でもう片方の手袋を脱ぐ。 

⑥ 廃棄物入れに距離を保って捨てる。 

⑦ マスクを脱ぐ前に手指消毒する。 

⑧ マスクのゴム部分を持ってマスクを外す。マスク本体に触れないよう注意。 

⑨ 廃棄物入れに距離を保って捨てる。 

※新型コロナウイルス感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練ガイドライン第三版（内閣府、令和３年６

月 16 日）より 

 

 

５  避難所運営訓練の実施  

 市主催の総合防災訓練や自主防災組織における避難所運営訓練等において、新型

コロナウイルス感染症を想定した訓練項目を実施し、対応を確認する。 

（想定される訓練項目） 

感染者の隔離、避難所スペースの避難者間の距離確保、間仕切りの設置、避難者

受付時の健康状態確認、防護服の着脱、共用箇所の消毒等 
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第２章 災害時の対応  

１  住民への周知  

避難所を開設する場合は、住民が避難を開始する前に、防災ラジオ、防災行政無

線等で次の事項を周知する。 

〇第１章「１ 住民への周知」に記載の内容 

〇臨時避難所を開設する場合は、当該避難所の施設名及び所在地等 

 

２  避難所における感染症対策  

避難所開設にあたっては避難所ごとに【資料３】を参照の上設営し、次の感染症

対策を講じる。 

〇避難者や避難所運営スタッフは、頻繁に石鹸と水で手洗いする（食事前、トイ

レ使用後、病人の世話、ごみ処理後等）とともに、咳エチケット等の基本的な感

染対策を徹底する。 

〇水を十分に確保することが困難で手洗いができない場合は、アルコール消毒液

で代用する。 

〇アルコール消毒液は避難所の出入口、トイレ周辺、食事スペース等に複数設置

し、入館時には必ず手指の消毒を行うよう徹底させる。 

〇飛沫感染を避けるため、咳等が出ていない場合もマスクの着用を徹底させる。 

〇避難所運営スタッフの役割を決め、避難所内の物品及び施設等は、定期的に、

また目に見える汚れがあるときには家庭用洗剤を用いて清掃するなど、避難所の

衛生環境をできる限り整える。 

〇換気は気候上可能な限り常時、困難な場合はこまめに（１時間に２回以上）、

２方向の窓を同時に開けて行う。窓が一つしかない場合はドアも開ける。換気扇

があれば窓の開閉と併せて使用する。 

〇居住区では、個人（又は家族）ごとに２ｍ以上の距離を確保し、パーテーショ

ンや線を活用する。 

〇密集・密接を避けるため、避難者ごとに食事の時間をずらし、食事中はできる

だけ会話を控えるよう周知する。 

〇簡易ベッドや布団等の配置は互い違いにし、飛沫感染を避ける。 
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〇避難所内は内履きと外履き（土足）エリアに分け、生活区域へは外履きで入ら

ない。 

〇避難所内（入口、掲示板、洗面所及びトイレ等）には、手指衛生、咳エチケッ

ト及び３密回避等を呼びかけるポスターを掲示する。【資料４】 

〇ウイルスが付着している可能性が高いごみ（使用済みマスク、手袋、ティッシ

ュなど）は、処理する際に、直接触れない、しっかり縛って封をする、処理後は

しっかり手を洗うなどの対策を行う。また、これらは他のごみと同様に一般廃棄

物として処理するが、ごみ袋を二重にするなどの感染防止策に留意する。 

 

３  避難者の健康管理  

〇避難者が避難所に到着した時点で検温や体調の聞き取りを行い、健康状態の確

認を行う。また、避難所運営スタッフにも同様の確認を行う。 

※避難所での避難者受付時に「受付時 健康状態チェックリスト」【資料５】を記

入してもらう。 

〇健康状態の確認の結果、発熱等がある者、感染症の疑いがある者は、専用のス

ペースに隔離し、医師の診察を受けさせる。 

※「滞在スペースと区画の振り分けについて」【資料６】を適宜利用する。 

〇避難者及び避難所運営スタッフの健康状態の確認は定期的に行う。 

〇車中泊、テント泊等の避難所以外で避難生活を送っている者の健康状態の確認

も定期的に行う。 

  ➣換気が十分行われているか注意する。 

➣車中泊は、エコノミークラス症候群対策に注意する。 

〇高齢者・基礎疾患を有する者は重症化するリスクが高いため、保健師等を派遣

して健康状態の確認を徹底する。（基礎疾患等の個人情報の取扱いには十分留意

する。） 

 

４  発熱者等の対応  

〇発熱者等で同じ兆候・症状のある者を同室にしないよう努める。やむを得ず同

室にする場合は、パーテーション、ビニールシート及び段ボール等で区切るなど

工夫する。 
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〇発熱者等が出た場合、症状等を医師に連絡・相談し、必要に応じて診察を受け

させる。 

〇発熱者等の処遇は、医師の判断に従う。 

〇医師の診察の結果、新型コロナウイルス感染症が疑われ、検査を受ける場合、

結果が出るまでの間の当該発熱者等の処遇は医師の指示に従う。 

〇発熱者等の専用スペース等には、隔離した避難者の見守り、清掃の実施、食事

の供給等を行うための特別なスタッフを配置する。当該スタッフには手袋・ガウ

ン等の防護具を着用させる。 

〇発熱者等の専用のスペースやトイレは、一般の避難者とはゾーン、動線を分け

る。 

 

５  避難者が新型コロナウイルス感染症を発症した場合の対応  

〇軽症の場合であっても、一般の避難所に滞在することは適当でないことから、

事前受付で発症を確認した場合、災害対策本部へ連絡し、指示を仰ぐ。 

〇災害対策本部は、一般の避難所とは別の避難先、移送方法及び移送する際の役

割分担・手順等について、管轄保健所及び消防の指示に従い、避難所へ速やかに

対応方法を連絡する。 

 

６  自宅療養者及び濃厚接触者の対応  

〇自宅療養を行っている感染者及び新型コロナウイルス感染症の陽性者との濃厚

接触者の避難方法・避難所情報等については、防災ラジオ、防災行政無線等によ

り周知する。 

 

７  在宅避難者等への支援  

〇救護所設置や食糧供給等の生活情報を防災ラジオ、防災行政無線等により周知

する。 

〇在宅避難や車中泊による避難を行っている住民に対し、要請があれば食糧供給

等の支援を実施する。  
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第３章 感染者への差別や誹謗中傷への対応  

１  倫理的・人道的配慮  

避難所では、感染者への差別や誹謗中傷、また誤った情報による混乱などが予

想される。倫理的・人道的観点からの配慮や対応、適切な情報提供のあり方につ

いても、検討の上、関係者に広く周知しておく。 

 

２  倫理的・人道的配慮のポイント  

○高齢者、障がい者、妊産婦、発熱・咳等の症状のある人及び濃厚接触者等、そ

れぞれ専用の避難所を設定する場合は、人権に配慮して、「感染者を排除するの

ではなく、感染症対策上の対応であること」等を周知する。 

○感染症に対する偏見や差別を阻止するため、個人情報の管理を徹底する。 

○感染防止のための隔離や停留は、公共の利益のために個人の行動が制限される

ことから、個人の生活の質が損なわれないように配慮する。 

○感染者、家族、避難所運営を行う職員等の「不安」や「恐怖」は感染防止対策

の妨げになり、偏見や差別の要因ともなるため、個々の事情に合わせた解決策を

考え対応する。 

 

参考：「新型コロナウイルス感染症流行時の患者・家族・職員への倫理的配慮」 

（国立国際医療研究センター病院国際感染症センター） 

http://dcc.ncgm.go.jp/core/pdf/20200221_1.pdf 

 

http://dcc.ncgm.go.jp/core/pdf/20200221_1.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（添付資料） 
 

 

 

【資料１】適切な避難行動５つのポイント（内閣府） 

【資料２】あきた新型コロナ受診相談センターリーフレット 

【資料３】避難所のレイアウト例 

【資料４】手指衛生、咳エチケット、３密回避等啓発ポスター 

【資料５】受付時健康状態チェックリスト 

【資料６】滞在スペースと区画の振り分けについて 
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「自らの命は自らが守る」意識を持ち、適切な避難行動をとりましょう

知っておくべき5つのポイント

 避難とは[難]を[避]けること。
安全な場所にいる人まで避難場所に行く
必要はありません。

 避難先は、小中学校・公民館だけではあり
ません。安全な親戚・知人宅に避難する
ことも考えてみましょう。

 マスク・消毒液・体温計が不足しています。
できるだけ自ら携行して下さい。

 市町村が指定する避難場所、避難所が
変更・増設されている可能性があります。
災害時には市町村ホームページ等で確認
して下さい。

 豪雨時の屋外の移動は車も含め危険です。
やむをえず車中泊をする場合は、浸水しない
よう周囲の状況等を十分確認して下さい。

新型コロナウイルス感染症が収束しない中でも、

内閣府（防災担当）・消防庁

災害時には、危険な場所にいる人は
避難することが原則です。…………………………………

……………………………………

参考資料６
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避 難 行 動 判 定 フ ロ ー

ハザードマップ※で自分の家がどこにある
か確認し、印をつけてみましょう。

ハザードマップは浸水や土砂災害が発生するおそれの
高い区域を着色した地図です。着色されていないところ
でも災害が起こる可能性があります。

※

色が塗られていなくても、周りと比べて低い土
地や崖のそばなどにお住まいの方は、市区町村
からの避難情報を参考に必要に応じて避難して
ください。

家がある場所に色が塗られていますか？

※浸水の危険があっても、
①洪水により家屋が倒壊又は崩落してしまう

おそれの高い区域の外側である
②浸水する深さよりも高いところにいる
③浸水しても水がひくまで我慢できる、

水・食糧などの備えが十分にある
場合は自宅に留まり安全確保することも
可能です。

※土砂災害の危険があっても、十分堅牢なマ
ンション等の上層階に住んでいる場合は自
宅に留まり安全確保することも可能です。

いいえ

例外災害の危険があるので、原則として※ 、
自宅の外に避難が必要です。

ご自身または一緒に避難する方は避難に
時間がかかりますか？

いいえ

はい

はい

はい はいいいえ いいえ

安全な場所に住んでいて身を寄せられる
親戚や知人はいますか？

安全な場所に住んでいて身を寄せられる
親戚や知人はいますか？

警戒レベル３が出た
ら、安全な親戚や知
人宅に避難しましょ
う(日頃から相談し
ておきましょう)

警戒レベル３が出た
ら、市区町村が指定
している指定緊急避
難場所に避難しま
しょう

警戒レベル４が出た
ら、安全な親戚や知
人宅に避難しましょ
う(日頃から相談して
おきましょう)

警戒レベル４が出た
ら、市区町村が指定
している指定緊急避
難場所に避難しま
しょう

ハザードマップ 検索

今のうちに、
自宅が安全かどうかを

確認しましょう！
…………………………………

スタート！ あなたがとるべき避難行動は？



kitaakita
テキスト ボックス
　資料２



◆居住スペース（体育館）

入口

【避難所（体育館）のレイアウト（例）】

段ボール

ベッド

段ボール

ベッド

段ボール

ベッド

保

護

者

(

子

供

の

場

合

)

◆臨時の診療スペース
（教室等）

175㎝

3.5㎡ 200㎝

1.3m

2m

入口
🚺

総合受付
避難者の入所受付と、外来者

（マスコミ、ボランティア、来所者）の受付

既設トイレ

🚹

◆専用スペース（教室）※別紙「学校における専用スペース運用例」も参照

事前受付

体温・体調のチェック

動線をしっかり

分けること

要配慮者の

居住スペース
重症化しやすい基礎疾患

のある避難者には、

教室利用も検討

入口

発熱や体調不良のある方の

専用スペース

入口

専用

トイレ

発熱や体調不良のある方の

家族の専用スペース
別の部屋が望ましい

廊下

発熱や体調不良なし

発熱や体調不良

消毒液

入口

カーテン

パ
ー
テ
ィ
シ
ョ
ン

事前に養生テープで２ｍ間隔

を示すとスペース割振りしやす

い

医療機関が機能しない

場合を想定し、臨時診

療所、臨時薬局の設置

スペースを確保

パーティションが確保できない場合、

前後左右2m空ける

パーティションで感染防止対策をとっている

場合でも、車いすの通行を考慮して1.3mの

幅を確保する
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